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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁体基板、２つの導電性金属薄膜電極及び前記２つの電極に接続され半導体物質から
形成された半導体ナノワイヤを含み、前記半導体ナノワイヤは、直径が１～１００ナノメ
ータで、長さが前記２つの電極間の間隔より大きく、特定波長で光励起によって電気抵抗
が低くなる物質から形成され、
　前記ナノワイヤが、中心部分が除去されたチューブ状であり、チューブの厚さを調整す
ることで、光感応波長帯域が所望の範囲に調節される
　ことを特徴とするナノワイヤ光センサ。
【請求項２】
　前記基板が、半導体、セラミック、ガラス、高分子及びプラスチックからなる群から選
択されることを特徴とする請求項１に記載のナノワイヤ光センサ。
【請求項３】
　前記電極が、Ａｕ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、ＴｉＮ及びこれらのうちの２つ以上の合金から
なる群から選択されることを特徴とする請求項１に記載のナノワイヤ光センサ。
【請求項４】
　前記２つの電極間の距離が、２～１００マイクロメートルであることを特徴とする請求
項１に記載のナノワイヤ光センサ。
【請求項５】
　前記半導体ナノワイヤが、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｄＳｅ、ＧａＮ、ＣｄＳ、ＩｎＰ、Ｇ
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ａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＳｉＣからなる群から選択された１
つ以上の物質から形成されることを特徴とする請求項１に記載のナノワイヤ光センサ。
【請求項６】
　基板上に直径１～１００ナノメータのナノワイヤを成長させた後に分離する段階であっ
て、
　前記ナノワイヤを、中心部分が除去されたチューブ状に形成し、チューブの厚さを調整
することで、光感応波長帯域を所望の範囲に調節する段階と、
　絶縁体基板上に２つの導電性金属薄膜電極を間隔が前記ナノワイヤの長さより短くなる
ように配置する段階と、
　前記得られたナノワイヤを前記２つの電極間に分散させそして電圧を加えて、前記ナノ
ワイヤを２つの電極の間に２つの電極を接続するように配置する段階と、
　電子ビームの照射または加熱によって前記電極とナノワイヤとを電気的に接続する段階
と、を含むことを特徴とするナノワイヤ光センサの製造方法。
【請求項７】
　前記基板が、半導体、セラミック、ガラス、高分子及びプラスチックからなる群から選
択されることを特徴とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記電極が、Ａｕ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、ＴｉＮ及びこれらのうちの２つ以上の合金から
なる群から選択されることを特徴とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記２つの電極間の距離が、２～１００マイクロメートルであることを特徴とする請求
項６に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記半導体ナノワイヤが、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｄＳｅ、ＧａＮ、ＣｄＳ、ＩｎＰ、Ｇ
ａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＳｉＣからなる群から選択された１
つ以上の物質から形成されることを特徴とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１によるナノワイヤ光センサと、
　蛍光物質を含む検出ストリップと、を含むことを特徴とする化学蛍光測定キット。
【請求項１２】
　前記半導体ナノワイヤが、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｄＳｅ、ＧａＮ、ＣｄＳ、ＩｎＰ、Ｇ
ａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＳｉＣからなる群から選択された１
つ以上の物質から形成されることを特徴とする請求項１１に記載の化学蛍光測定キット。
【請求項１３】
　前記蛍光物質が、フルオレセイン（Fluorescein）、バイオジピ-ＦＬ（Biodipy-FL）、
アレクサフルオルグリーン（Alexa Fluor Green）、Ｒ-フィコエリトリン（Ｒ-phycoeryt
hrin）、フィコエリトリン-テキサスレッド（Phycoerythrin-Texas Red）、フィコエリト
リン-シアニン５（Phycoerythrin-cyanine５）、フィコエリトリン-シアニン７（Phycoer
ythrin-cyanine７）、ペリディニン-クロロフィル蛋白質（Peridinin-chlorophyll prote
in）、アロフィコシアニン（Allophycocyanin）及びアロフィコシアニン-シアニン７（Al
lophycocyanin-cyanine７）からなる群から選択されることを特徴とする請求項１１に記
載の化学蛍光測定キット。
【請求項１４】
　請求項１によるナノワイヤ光センサと、
　発光酵素及び発光基質を含む検出ストリップと、を含むことを特徴とする化学発光測定
キット。
【請求項１５】
　前記半導体ナノワイヤが、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｄＳｅ、ＧａＮ、ＣｄＳ、ＩｎＰ、Ｇ
ａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＳｉＣからなる群から選択された１
つ以上の物質から形成されることを特徴とする請求項１４に記載の化学発光測定キット。
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【請求項１６】
　前記発光酵素が、ホースラディシュ・ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）、アルカリホスファ
ターゼ（ＡＰ）及びルシフェラーゼからなる群から選択されることを特徴とする請求項１
４に記載の化学発光測定キット。
【請求項１７】
　前記発光基質が、アダマンタン-ジオキセタン（Adamantane-dioxetane）、アクリジニ
ウム（Acridinium）誘導体、ルミノール（Luminol）誘導体、ルシゲニン（Lucigenin）、
ホタルルシフェリン（Firefly luciferin）、発光蛋白質（Photoprotein）、ヒドラジド
（Hydrazides）及びシッフ（Schiff）塩基化合物、電気化学的な発光基質及び発光性酸素
チャネリング基質からなる群から選択されることを特徴とする請求項１４に記載の化学発
光測定キット。
【請求項１８】
　分析対象物と、
　請求項１１～１３の何れか一項による化学蛍光測定キットまたは請求項１４～１７の何
れか一項による化学発光測定キットと、を含むことを特徴とする免疫分析キット。
【請求項１９】
　前記化学蛍光測定キットのナノワイヤ光センサが、蛍光励起光源と９０゜に配置されて
いることを特徴とする請求項１８に記載の免疫分析キット。
【請求項２０】
　前記分析対象物が、オリゴヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ及びｃＤＮＡからな
る群から選択される核酸または蛋白質であることを特徴とする請求項１８に記載の免疫分
析キット。
【請求項２１】
　２つ以上のナノワイヤ光センサが、マイクロアレイ化されていることを特徴とする請求
項１８に記載の免疫分析キット。
【請求項２２】
　前記マイクロアレイ化されたナノワイヤ光センサが、マルチプレクサを介して接続され
ていて、それぞれのナノワイヤ光センサの信号を順次処理するか、またはアナログスイッ
チングによりそれぞれの光センサの信号を同時に処理し得ることを特徴とする請求項２１
に記載の免疫分析キット。
【請求項２３】
　化学蛍光物質または化学発光酵素及び化学発光基質並びに請求項１によるナノワイヤ光
センサを含み、前記ナノワイヤ光センサのナノワイヤの表面が化学結合物質でコーティン
グされていて、分析対象物がナノワイヤに直接固定されていることを特徴とする免疫分析
キット。
【請求項２４】
　前記化学結合物質が、末端にアミン基、カルボキシル基、エポキシ基及びスルホン酸基
からなる群から選択された物質が結合されたチオール誘導体または有機シラン誘導体であ
ることを特徴とする請求項２３に記載の免疫分析キット。
【請求項２５】
　前記カルボキシル基が、Ｎ－（３－ジメチルアミノプロピル）－Ｎ－エチルカルボジイ
ミド（ＥＤＡＣ）及びＮ－ヒドロキシスクシンイミド（ＮＨＳ）を含み、前記アミン基が
グルタルアルデヒドを含むことを特徴とする請求項２４に記載の免疫分析キット。
【請求項２６】
　前記分析対象物が、オリゴヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ及びｃＤＮＡからな
る群から選択される核酸または蛋白質であることを特徴とする請求項２３に記載の免疫分
析キット。
【請求項２７】
　２つ以上のナノワイヤ光センサが、マイクロアレイ化されていることを特徴とする請求
項２６に記載の免疫分析キット。
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【請求項２８】
　前記マイクロアレイ化されたナノワイヤ光センサが、マルチプレクサを介して接続され
ていて、それぞれのナノワイヤ光センサの信号を順次処理するか、またはアナログスイッ
チングによりそれぞれの光センサの信号を同時に処理し得ることを特徴とする請求項２７
に記載の免疫分析キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ナノワイヤ光センサ、これを利用した免疫分析キット及びこれを利用
した免疫分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　免疫分析用迅速診断キット（Rapid Test Kit for Immunoassay、以下、“迅速診断キッ
ト”と称する）は、ヒトの体液を利用して診断検査が可能な現場検査（point-of-care）
のための検査道具である。このような迅速診断キットの代表的な例として、家庭用妊娠診
断キット、緊急治療室用エイズ診断キットなどを挙げることができる。
【０００３】
　一般に使用される迅速診断キットは、ストリップ型構造からなり、ストリップに注入さ
れた液体試料が毛細管現象によって移動する。このような迅速診断キットの基本原理は免
疫分析で、試料内の分析対象物が移動経路中に位置する反応点で抗原抗体反応を起こし、
このような反応の結果を化学発色により肉眼で確認するというものである。
【０００４】
　迅速診断検査の有効性の判定は、反応点の前後に位置する陰性反応点と陽性反応点とで
起こる試料の反応を観察して行われる。また、診断過程で実行される試料の正常な移動と
検査キットの有効性の確認も、化学発色による肉眼検査で行われる。このような迅速診断
キットは、試料中の分析対象物が所定濃度以上存在することを確認する制限的な定量検査
に該当し、細分化された定量検査のためにはいくつかの反応点を位置させる方法が適用さ
れる。
【０００５】
　一般に使用される発色反応は、分析対象物の検出に使用される抗原または抗体に結合さ
れたホースラディシュ・ペルオキシダーゼ（Horseradish Peroxidase、ＨＲＰ）、アルカ
リホスファターゼ（Alkaline Phosphatase、ＡＰ）とこれら酵素に対する特異基質を利用
する。これら蛋白質に対する特異基質として、一般に反応前は無色であるが、反応後には
特定の色の発色を起こす非溶解性化合物が使用される。
【０００６】
　従来の迅速診断検査キットに使用される化学発色は、試料内の分析対象物の量により発
色量が決定され、一定水準以上の濃度に対しては、肉眼で確認し得るように設計される。
このような発色反応で確認可能な分析対象物の濃度の限界は、１０-６～１０-９Ｍである
ことが知られている。
【０００７】
　これに比べて、化学発光を使用する場合、分析可能な限界は、１０-１９Ｍまで、化学
蛍光の場合、１０-１２Ｍまで向上し得ることが知られている[K.Dyke、Light Probes、in
 Luminescence biotechnology、ＣＲＣ Press、２００２、pp.５参照]。化学発光を使用
したキットの構成のためには、前記の発色を利用する迅速診断キットに使用されるＨＲＰ
とＡＰをそのまま使用することができ、化学発色を起こす特異基質の代わりに化学発光を
起こす特異基質を使用する。化学蛍光の場合には、蛍光物質が結合された反応物質を使用
して検査を行う。このように、迅速診断キットにおいて化学発光や化学蛍光を利用すると
、感度の向上によって多様な種類の体液試料内に含まれる極微量の分析対象物の分析が可
能であるため、迅速診断キットの応用範囲の拡張が可能であり、反応基質のみを交換する
か、または蛍光物質を結合させることで、化学発光または化学蛍光キットの構成が可能で
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あり、従来の生産施設をそのまま使用できるという利点がある。
【０００８】
　化学発光や化学蛍光を利用する場合、化学発色と異なり、肉眼で検査結果の識別ができ
ないため、検査結果の確認のためには、化学発光量と化学蛍光量を測定するための別途の
検出機が必要である。従来使用されていた化学発光測定用検出機としては、ＰＭＴ（Phot
omultiplier tube）とＣＣＤ（Charge-coupled device）を使用した機器が一般的である[
K.Dyke、Instrumentation for the Measurement of Luminescence、in Luminescence bio
technology、ＣＲＣ Press、２００２、pp.３１－３９参照]。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、ＰＭＴは、小型化が困難で生産コストが高いので使い捨て使用ができないとい
う欠点があり、ＣＣＤは、小型化は容易であるが、感応する光波長の範囲が広く、正確な
測定のためには、暗室条件が必要であるために、現場で外部機器なしに使用することは難
しいという欠点がある。従って、迅速診断キットに化学発光を導入するためには、キット
に内蔵し得るように小型化が可能で、使い捨て使用が可能であるように生産コストが低く
、使用現場で別途の外部機器や光の遮断なしに使用が可能な検出機が要求される。　
【００１０】
　本発明は、前記問題を解決するために成されたもので、分析可能限界に優れ、小型化が
可能で、使い捨て使用が可能であるように生産コストが低く、使用現場で別途の外部機器
や光の遮断なしに使用が可能な化学蛍光または化学発光を利用する迅速診断キット、核酸
検出チップ及び蛋白質チップを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、半導体ナノワイヤ光センサ、これを利用した免疫分析キット及びこれを利用
した免疫分析方法に関する。
【００１２】
　まず、本発明は、基板、電源、電源に接続された２つの電極及び２つの電極に接続され
た半導体ナノワイヤを含むナノワイヤ光センサを提供する。本発明の一実施態様において
、ナノワイヤ光センサは、図７に示すような構造を有する。図７から分かるように、絶縁
体の基板上に２つの導電性金属薄膜を配置して電極を構成し、ナノワイヤが２つの電極の
間に結合されてナノワイヤ光センサを構成する。
【００１３】
　基板は、シリコンなどの半導体、サファイアなどのセラミック、ガラス、高分子、プラ
スチックなどの絶縁体の基板である。電源は、１～３Ｖの範囲が好ましい。電極は、Ａｕ
、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、ＴｉＮ及びこれらのうちの２つ以上の合金からなる群から選択され
ることが好ましい。電極間の距離は、ナノワイヤの長さより短い２～１００マイクロメー
トルの範囲で調節される。
【００１４】
　本発明における「ナノワイヤ」とは、直径が１～１００ナノメータの範囲で、直径に対
する長さの比が非常に大きい構造を意味し、「半導体ナノワイヤ」とは、半導体物質から
形成されてこのような形態を有する構造を意味する。半導体ナノワイヤは、一般的な全て
の半導体物質から構成することができ、好ましくは、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｄＳｅ、Ｇａ
Ｎ、ＣｄＳ、ＩｎＰ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＳｉＣから
なる群から選択された１つ以上の物質から形成することができる。
【００１５】
　ナノワイヤは、他の物質に比較して単結晶であるために、欠陥または不純物の物理的、
化学的な特性への影響が殆どない。また、表面積が極めて大きくて、ナノサイズで得られ
る効果により、物理的、化学的な環境の変化に対する反応及び感知力が大きいために、セ
ンサとしての機能に優れる。また、一方向に十分な長さを有するために、他のナノ物質に
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比較して素子形態で製作することが容易である。
【００１６】
　一方、半導体ナノワイヤは、特定波長（光感応波長帯域（bandgap））で光励起によっ
て電気抵抗が低くなる特性が知られており、この特性を利用して特定波長に対する光スイ
ッチまたは光センサに使用しようとする研究が報告されている。例えば、ＺｎＯナノワイ
ヤを利用した光センサが報告されている[H.Kind、H.Yan、B.Messer、M.Law、P.Yang. Nan
owire ultraviolet photodetectors and optical switches、Adv.Mater.１４（２００２
）１５８－１６０参照]。ここで、ナノワイヤの電気抵抗または通電電流を測定すること
で、特定波長を放出するか否か及び放出程度を測定し得る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、ナノワイヤを含む光センサとこれを利用して化学発光及び化学蛍光を測定す
ることで、向上した分解能を示すキットを提供できるという効果がある。本発明のキット
は、ナノワイヤ光センサを使用することで、キットの小型化が可能で、使い捨て使用がで
きるように生産コストが低く、使用現場で別途の外部機器や光の遮断なしに使用が可能で
ある。このため、免疫分析用キット、核酸検出チップ及び蛋白質チップとして適用可能で
あるという効果がある。この他にも、本発明のナノワイヤを利用した光センサは、化学発
光と蛍光を利用して定量検査を行う全ての反応に幅広く利用可能であるという効果がある
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ＺｎＯナノワイヤを電極に接続した後、波長３６５ｎｍと波長５３２ｎｍの光を
交互に照射しながら電流の流れを示すグラフである。
【図２】照射量（pumping power）によるナノワイヤ通電電流を示すグラフである。
【図３】光照射によるナノワイヤ貫通電流と暗電流とを比較したグラフである。
【図４】ＧａＮナノワイヤに微量物質をドーピングした時に観察される波長帯域の変化を
示すグラフである。
【図５】ＧａＮ－ＺｎＯ半径方向異種構造のナノワイヤを示す図である。
【図６】異種構造のナノワイヤに現れる波長帯域の変化を示すグラフである。
【図７】ナノワイヤ光センサの構造を示す図である。
【図８】ナノワイヤ光センサが取り付けられた迅速診断キットの構造を示す図である。　
　[４：確認線、５：診断線、６：診断キットストリップ、７：ナノワイヤ光スイッチ]
【図９】基板に成長したＩｎＮナノワイヤを示す図である。
【図１０】ＩｎＮナノワイヤを利用した診断キットにおける化学発光による貫通電流の変
化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、ＺｎＯナノワイヤを電極に接続した後、波長が３６５ｎｍ及び５３２ｎｍの光
を交互に照射する時の電流の流れを示すグラフで、ＺｎＯナノワイヤの電気抵抗が、波長
３６５ｎｍの光を照射時に著しく変化する特性を示している。このようなナノワイヤの特
定波長に対する電気抵抗の変化は、照射量（Pumping power）によるナノワイヤの通電電
流を示す図２のように、照射する光量に対しても定量的な特性を示している。図３は、光
照射によるナノワイヤ貫通電流（光電流）と暗電流とを比較したグラフである。ここに示
すように、ナノワイヤに加えた照射光によってナノワイヤに流れる電流が干渉要因として
作用する暗電流に比べて著しく高い数値を示すため、高い信号対雑音比の確保が可能であ
る。
【００２０】
　本発明において、ナノワイヤ光センサが所望の波長帯域で光感応を起こすように制御す
るために、次のような特性を有するナノワイヤを使用することができる。　
【００２１】
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　第１に、ナノワイヤは、構成物質によって異なる感応波長を有するため、適切な構成物
質を選択してナノワイヤ光センサが所望の波長帯域で光感応を起こすようにすることがで
きる。ここで、感応波長が異なる２つ以上のナノワイヤを使用してナノワイヤ光センサの
感応波長を調節することができる。このような感応波長の調節は、感応波長が異なる複数
のナノワイヤサスペンションを混合液にして光センサ基板に配列させる方法で可能である
。本発明の実施形態で使用されるナノワイヤ構成物質の波長帯域を以下の表１に示す。
【００２２】
【表１】

【００２３】
　第２に、従来のナノワイヤに適切な不純物がドーピングされたナノワイヤを使用するこ
とにより、ナノワイヤ光センサが所望の波長帯域で光感応を起こすように調節することが
できる。不純物は、電子ドナー及び電子アクセプタの役割を果たし得る不純物で、約０.
５～５％添加する。例えば、ＧａＮナノワイヤの場合、ドナーは、ＳｉまたはＧｅ、アク
セプタは、Ｍｇ、Ｍｎ、ＣoまたはＦｅなどを使用することができる。ＳｉＣナノワイヤ
の場合、ドナーは、Ｎ、アクセプタは、ＢまたはＡｌなどを使用することができる。Ｚｎ
Ｏナノワイヤの場合、ドナーは、ＳｉまたはＡｌ、アクセプタは、ＮまたはＬｉなどを使
用することができる。ＳｉやＧｅナノワイヤの場合、ドナーは、Ｌｉ、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂま
たはＳ、アクセプタは、Ｂ、Ａｌ、Ｚｎ、Ｉｎ、ＧａまたはＮｉなどを使用することがで
きる。ＩｎＰまたはＧａＰナノワイヤの場合、ドナーは、Ｓｉ、ＮまたはＡｓ、アクセプ
タは、Ｍｇ、ＭｎまたはＺｎなどを使用することができる。ＡｌＡｓまたはＧａＡｓナノ
ワイヤの場合、ドナーは、Ｓｉ、アクセプタは、Ｍｇ、ＭｎまたはＺｎなどを使用するこ
とができる。ＩｎＮナノワイヤの場合、ドナーは、ＳｉまたはＧｅ、アクセプタは、Ｍｇ
、Ｍｎ、Ｚｎなどを使用することができる。ＣｄＳやＣｄＳｅナノワイヤの場合、ドナー
は、ＳｉまたはＧｅ、アクセプタは、Ｍｇなどを使用することができる。
【００２４】
　図４は、ＧａＮナノワイヤに微量物質（Ｍｎ、４％）をドーピングする時に観察される
波長帯域の変化を示す図で、ここから分かるように、微量の不純物をドーピングすること
で、波長帯域の調節が可能で、不純物の種類及びドーピング量を調節することで、光セン
サに使用されるナノワイヤが感応する波長帯域を調節することができる。
【００２５】
　第３に、半径方向に異種構造を有するナノワイヤを使用し、ナノワイヤ光センサが所望
の波長帯域で光感応を起こすように調節することができる。半径方向に異種構造は、１つ
の物質を蒸着してコア部分を形成した後、その周囲に他の物質を蒸着してシース部分を形
成することで得ることができる。例えば、図５は、ＧａＮ－ＺｎＯ半径方向の異種構造の
ナノワイヤの外観を示す図であり、図６は、異種構造のナノワイヤに現れる波長帯域の変
化を示すグラフである。図５及び図６から分かるように、２種類の物質がそれぞれコアと
シースを構成する異種構造のナノワイヤは、コアとシースがそれぞれ異なる波長帯域で光
感応を起こし得るために、より広い領域で光反応を達成することができる。また、半径方
向に異種構造でコアとシースの厚さを調節することで、量子制限効果によって光感応を起
こす波長帯域を調節することができる。すなわち、各半導体が有する固有のボーアエキシ
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トン半径（Bohr exciton radius）より小さくなるようにコアとシースの厚さを調節する
と、光感応波長帯域を調節することができる。例えば、ＧａＮ－ＺｎＯ異種構造の場合、
各部分、または一部分の厚さを１０ｎｍ以下に調節すると、量子制限効果によってより短
い波長帯で光感応を起こすことができる。
【００２６】
　第４に、長手方向に異種構造を有するナノワイヤを使用し、ナノワイヤ光センサが所望
の波長帯域で光感応を起こすように調節することができる。長手方向に異種構造は、異な
る２種類以上の物質を交互に蒸着させることで得ることができる。このように、２種類の
物質が長手方向にそれぞれ交互に構成された異種構造のナノワイヤは、各領域毎にそれぞ
れ異なる波長帯域で光感応を起こし得るために、より広い波長帯域で光感応を達成するこ
とができる。例えば、同一のＩＩＩ-Ｖ化合物半導体で、同一の結晶構造を有するＩｎＮ
とＧａＮで長手方向の異種構造を有するナノワイヤを製造することができて、このような
ナノワイヤにおいてＩｎＮ部分は、５００～８００ｎｍ波長帯域で光感応を起こし、Ｇａ
Ｎ部分は、３６０ｎｍ以下の波長帯域で光感応を起こす。
【００２７】
　第５に、半径方向に異種構造のナノワイヤにおいて内部を除去したチューブ状のナノワ
イヤを使用し、ナノワイヤ光センサが所望の波長帯域で光感応を起こすように調節するこ
とができる。この場合、チューブの厚さに応じて量子制限効果により光感応波長帯域を調
節することができる。ナノワイヤを塩酸で処理するか、または高温の還元雰囲気（例えば
、Ｈ２、５００℃、３０分）下で処理すると、高温還元雰囲気に弱いコア部分を除去する
ことができる。すなわち、コア部分を除去して残ったチューブの厚さを調節することで、
光感応波長帯域を調節することができる。例えば、チューブの厚さが材料固有のボーアエ
キシトン半径より小さくなるように調節すると、量子制限効果によってより短い波長帯で
光感応を起こすことができる。
【００２８】
　第６に、固溶したナノワイヤを使用し、ナノワイヤ光センサが所望の波長帯域で光感応
を起こすように調節することができる。例えば、ＩＩＩ-Ｖ化合物のうちＩｎＮとＧａＮ
は、それぞれ０.７ ｅＶと３.４ ｅＶの波長帯域を有して互いに固溶したＩｎｘＧａ１-

ｘＮ組成を作ることができる。ここで、波長帯域は、組成ｘにより調節できるため、ｘの
調節によって６２０から３６０ｎｍの広い領域で光反応を調節することができる。
【００２９】
　また、本発明は、ナノワイヤ光センサの製造方法を提供する。ナノワイヤ光センサの製
造方法は、ナノワイヤを成長させた後に分離する段階、絶縁体基板上に２つの導電性金属
薄膜電極を位置させる段階、得られたナノワイヤを電極間に分散させて５－５０Ｖの範囲
の電圧を加えてナノワイヤを２つの電極間に位置させる段階及び電子ビームの照射または
熱処理により電極とナノワイヤを電気的に接続させる段階、を含む。電極とナノワイヤの
接続時に電子ビームを利用する場合、１～５秒間照射することが好ましく、熱処理を利用
する場合、２００～５００℃で１０～６０秒加熱することが好ましい。
【００３０】
　電極として、Ａｕ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、ＴｉＮ及びこれらのうち２つ以上の合金からな
る群から選択される物質を使用することが好ましく、同一または異なる物質からなる２つ
の電極を絶縁体の基板上に適切な距離を置いて位置させる。電極間の距離は、ナノワイヤ
の長さより短い２－１００マイクロメートルの範囲で調節することが好ましい。ナノワイ
ヤとして、一般的な半導体物質から、好ましくは、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＣｄＳｅ、ＧａＮ
、ＣｄＳ、ＩｎＰ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉ、Ｇｅ及びＳｉＣからな
る群から選択された何れか１つの物質から形成され、直径が１～１００ナノメートルの範
囲のものを使用することが好ましい。
【００３１】
　ナノワイヤは、所定のシリコンなどの半導体、サファイアなどのセラミック、ガラス、
高分子及びプラスチック基板から選択された所定の基板に貴金属または遷移金属触媒を位
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長させた後、基板からナノワイヤを分離させて使用する。遷移金属触媒として、Ａｕ、Ｎ
ｉ、ＣｏまたはＮｉなどを使用することができる。ここで、ナノワイヤが成長した基板が
アルコールまたはナノワイヤと反応しない場合、容易に揮発する有機溶媒に入れて数秒間
超音波を加えて基板からナノワイヤを分離させて、ナノワイヤが含まれたサスペンション
状態の溶液を作って使用することができる。例えば、有機溶媒としてイソプロピルアルコ
ールなどを使用することができる。
【００３２】
　ここで、ナノワイヤは、所望の光感応範囲を有する物質を選択して成長させて、前述の
ように、適切な不純物をドーピングさせるか、異なる２つの物質を使用して半径方向に異
種構造または長手方向に異種構造を有するように作製するか、またはチューブ状に作製す
るか、または固溶したナノワイヤを作製することで、ナノワイヤ光センサが所望の波長帯
域で光感応を起こすように調節することができる。
【００３３】
　本発明の一実施形態においては、ナノワイヤ溶液を絶縁体の基板上に位置する２つの電
極間に少量位置させて電場をかけることによってナノワイヤを電極間に位置させることが
できる。本発明の他の実施形態においては、ナノワイヤ溶液をラングミュア-ブロジェッ
ト膜状に作製して圧着することによって電極間に位置させることができる。または、本発
明が属する技術分野で通常に使用される他の所定の方法を用いてナノワイヤを電極間に位
置させることができる。
【００３４】
　次いで、数秒間の電子ビームの照射または加熱によって電極をナノワイヤと電気的に接
続させる。ナノワイヤが電気的に接続されたか否かは、光学顕微鏡を使用した肉眼検査と
、特定波長を照射した後に抵抗の変化を観察する電気的な検査法とを順次行って確認する
。この時、光センサの２つの電極に所定電圧を加えて測定し、光照射量は、ナノワイヤの
抵抗の変化によってナノワイヤに流れる電流量を測定して換算する。
【００３５】
　また、本発明は、化学蛍光物質を含む検出ストリップとナノワイヤ光センサを含み、ナ
ノワイヤ光センサが化学蛍光の発生する部分に密着して位置する化学蛍光測定キットを提
供する（図８参照）。化学蛍光測定キットは、迅速診断キットとして使用可能である。
【００３６】
　このようなナノワイヤを使用した光センサは、図８のように迅速診断キットの化学蛍光
が行われる部分に密着するように位置させる。一般に使用される蛍光物質のうちナノワイ
ヤが感応し得る波長に適した蛍光波長を有するものを選択し、これを検出ストリップの何
れか一部分以上（例えば、信号線及び確認線）にコーティングして使用する。このような
蛍光の測定のために使用される蛍光物質別に励起波長と蛍光波長に使用されたナノワイヤ
を以下の表２に整理した。
【００３７】
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【表２】

【００３８】
　表２に示すように、５００～８００ｎｍの波長帯域において、ＩｎＰ、ＧａＰ、ＧａＡ
ｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、Ｓｉなどのナノワイヤから与えられた波長帯域に反応し得るナノ
ワイヤを選択、使用した。または、与えられた波長帯域に適した半径方向に異種構造のナ
ノワイヤを選択することができる。または、与えられた波長帯域に適した長手方向に異種
構造のナノワイヤを選択することができ。または、与えられた波長帯域に適したナノチュ
ーブを選択することができる。または、与えられた波長帯域に適した固溶したナノワイヤ
を選択することができる。このように蛍光物質が示す蛍光波長によって適切に光センサに
使用されるナノワイヤを選択する。
【００３９】
　また、本発明は、化学発光基質及び化学発光酵素を含む検出ストリップとナノワイヤ光
センサを含み、ナノワイヤ光センサが化学発光の発生する部分に密着して位置する化学発
光測定キットを提供する（図８参照）。化学発光測定キットは、迅速診断キットとして使
用可能である。
【００４０】
　このようなナノワイヤを使用した光センサは、図８のように迅速診断キットの化学発光
が行われる部分（例えば、信号線と確認線）に密着するように位置させる。一般に使用さ
れる発光基質のうちナノワイヤが感応し得る波長に適した発光波長を有するものを選択し
、これを検出ストリップの何れか一部分以上にコーティングして検出対象基質として使用
し、検出基質に作用する化学発光酵素を注入して化学発光を発生させてこれを測定する。
例えば、ホースラディシュ・ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）、アルカリホスファターゼ（Ａ
Ｐ）及びルシフェラーゼの発光基質のうち、表２に提示された波長範囲で定量的な化学発
光を起こすアダマンタン-ジオキセタン（Adamantane-dioxetane）、アクリジニウム（Acr
idinium）誘導体、ルミノール（Luminol）誘導体、ルシゲニン（Lucigenin）、ホタルル
シフェリン（Firefly luciferin）、エクオリン（Aequorin）などを含む発光蛋白質（Pho
toprotein）、ヒドラジド（Hydrazide）及びシッフ（Schiff）塩基化合物、ルテニウムト
リスビピリジル基（Ruthenium trisbipyridyl group）を含む電気化学的な発光基質及び
発光性酸素チャネリング基質などをコーティングして検出対象基質として使用することが
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できる。発光基質別に発光波長と前記波長に感応するナノワイヤを以下の表３に整理した
。
【００４１】
【表３】

【００４２】
　表３に示すように、４３０ｎｍの波長帯では、ナノワイヤとしてドーピングされたＧａ
ＮまたはドーピングされたＺｎＯナノワイヤを使用し、これより長波長帯では、ＩｎＰ、
ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＮ、ＳｉまたはＧｅナノワイヤのうち適切なものを選
択して使用する。または、与えられた波長帯に適するように２つの物質を選択してコア及
びシース構造を有する半径方向に異種構造のナノワイヤを使用することができる。または
、与えられた波長帯に適するように２つの物質を選択して交互に蒸着させることで得られ
る長手方向に異種構造のナノワイヤを使用することができる。または、２つの物質を適切
に固溶したナノワイヤを使用することができる。このように発光基質が示す発光波長によ
って光センサに使用されるナノワイヤを選択する。
【００４３】
　ナノワイヤを利用する光センサは、迅速診断キットに内蔵し得るように小型化が容易で
、使い捨て使用ができるように生産コストが低く、使用現場で別途の外部機器なしに使用
が可能である。また、ナノワイヤを使用する光スイッチの場合、一般のＣＣＤ素子や光ダ
イオードとは異なり、感応する光波長帯域が狭くて別途の光遮断装置なしに迅速診断キッ
ト用プラスチック容器内に内蔵して使用が可能で、消費電力が小さくて迅速診断キットに
内蔵可能なボタン型電池を使用して駆動が可能である。
【００４４】
　また、本発明は、ナノワイヤ光センサと分析対象物を含む免疫分析キットを提供する。
免疫分析キットは、分析対象物が、オリゴヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ及びｃ
ＤＮＡを含む核酸である核酸検出チップ及び分析対象物が蛋白質である蛋白質チップを含
む。
【００４５】
　まず、本発明のナノワイヤ光センサを、従来の蛍光反応を利用する核酸検出チップ及び
蛋白質チップに応用することができる。核酸検出チップを使用して遺伝子を検出する場合
、チップに固定された遺伝子に相補的な遺伝子が結合されたか否かを確認するために、相
補的に結合する遺伝子に蛍光物質を連結してここから発生する蛍光を測定することが一般
的である。実際に、蛍光の確認は、特定波長のレーザを照射して蛍光を励起してシフトさ
れた波長の光量を測定して行われる。蛍光の測定は、一般に光源として使用されるレーザ
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の光路と９０゜の角度で行われる。ここで、光源と９０゜の角度に使用された蛍光物質の
蛍光波長に適した波長帯域を有するナノワイヤを使用する本発明のナノワイヤ光センサを
装置することにより、発生する蛍光を測定することができる。
【００４６】
　また、本発明の化学発光測定が可能なナノワイヤ光センサを核酸検出チップまたは蛋白
質チップに適用することができる。このために、チップに固定された遺伝子に結合する相
補的な遺伝子に化学発光を誘導し得る酵素であるＨＲＰ、ＡＰ、ルシフェラーゼなどを結
合させて化学発光基質を注入することにより、検出を行うことができる。一般に蛍光で検
出が可能な限界は、１０-１２ Ｍであるのに比べて、化学発光で検出可能な限界は、１０
-１９ Ｍで、化学発光を使用する場合、化学蛍光を使用する場合より高い感度の検出が可
能である。従って、ＰＣＲ方法を用いて対象遺伝子を増幅しないか、または少ない回数の
増幅で微量の分析対象遺伝子を検出し得るという利点があるため、検査時間が短縮され、
ＰＣＲ過程で発生し得る誤増幅による検出のミスを減らし得るという利点がある。また、
レーザなどの別途の光源を必要としないという利点があって、マイクロスケールの小型化
が容易で、集積によるアレイ化が可能で核酸検出チップへの応用に有利である。
【００４７】
　また、本発明は、蛋白質チップにおいて、蛋白質が固定されていて試料内の蛋白質また
は化学物質からなる結合物質が固定された蛋白質に結合するか、または生成物を作るが、
ここで、結合物質または生成物に蛍光物質を標識し、蛍光物質の蛍光波長に適したナノワ
イヤを含む本発明のナノワイヤ光センサを使用して発生する蛍光を測定することで、酵素
と基質との反応、受容体（合成または生物受容体）と結合物の反応、抗原抗体反応などの
蛋白質間の結合、蛋白質と遺伝子（ＤＮＡまたはＲＮＡ）との結合、遺伝子（ＤＮＡまた
はＲＮＡ）間の結合を検出し得る蛋白質チップを提供することができる。
【００４８】
　また、本発明は、蛋白質チップにおいて、結合物質または生成物に発光酵素を結合させ
て発光物質を注入し、発光物質の発光波長に適したナノワイヤを含む本発明のナノワイヤ
光センサを使用することで、化学発光を測定する蛋白質チップを提供することができる。
蛋白質チップの場合にも核酸検出チップの場合のようにアレイに集積されても本発明のナ
ノワイヤ光センサの適用が可能である。すなわち、酵素蛋白質の反応、受容体（合成また
は生物受容体）と結合物との反応、抗原－抗体反応など蛋白質間の結合、蛋白質と遺伝子
（ＤＮＡまたはＲＮＡ）との結合反応など、蛍光の測定により反応するか否か及び反応量
を測定する全ての検査に使用が可能である。
【００４９】
　このような核酸検出チップ及び蛋白質チップを含む免疫分析キットにおいて、本発明の
ナノワイヤ光センサを使用してマイクロアレイ型または単一検査用蛋白質チップとして実
現可能である。マイクロアレイ型の場合、複数のナノワイヤ光センサがマルチプレクサに
より接続されてそれぞれの光センサの信号が順次処理されるように構成されるか、または
アナログスイッチングによりそれぞれの光センサの信号が同時に処理されるように構成す
ることができる。
【００５０】
　前述した蛍光及び発光の測定は、蛍光及び発光が起こる部位に近接するようにナノワイ
ヤ光センサを固定して行われる。このような固定方法は、従来製作されていた迅速診断キ
ット、蛋白質チップ、核酸検出チップに大きな変形をしなくても使用が可能である。
【００５１】
　また、信号を起こす光量の損失を減らして迅速に測定するためには、ナノワイヤ上で蛍
光及び発光が起こるようにする方法が使用可能である。すなわち、前述したように、固体
上に固定される反応物質をナノワイヤ上に直接固定することが実現可能である。このよう
なナノワイヤ上に反応物質を固定する方法は、ナノワイヤと物質間に化学連結物質（リン
カー）をナノワイヤにコーティングし、連結物質に反応物質を固定する段階からなる。ナ
ノワイヤのコーティングに使用される化学連結物質は、発生した蛍光または発光がナノワ
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イヤに到達することを妨げないように該当波長の光を吸収しない物質を選択し、リガンド
物質の結合を空間的に妨げないように薄くて均一な単一膜のようにコーティングされるべ
きである。金属酸化物からなるナノワイヤの場合、純粋炭素鎖あるいは、エステルのよう
な化学官能基が鎖構造の中間に含まれた炭素鎖の末端にアミン基、カルボキシル基、エポ
キシ基、スルホン酸基などが結合されたチオールまたは有機シラン誘導体を処理して化学
連結物質膜をナノワイヤ上に形成させることができる。有機シラン誘導体は、無水トリエ
トキシまたはトリメトキシ有機シラン誘導体であり得る。
【００５２】
　また、金属酸化物、純金属、無機物などからなるナノワイヤの場合、ＣＶＤ（化学蒸着
法）などの過程により金属膜をコーティングした後、多様な長さの炭素鎖の末端にアミン
基、カルボキシル基、エポキシ基、スルホン酸基などが結合されたチオール誘導体を処理
してナノワイヤ上に化学連結物質膜を形成させることができる。
【００５３】
　その後、反応物質の結合は、化学連結物質の端部がカルボキシル基である場合、Ｎ－（
３－ジメチルアミノプロピル）－Ｎ－エチルカルボジイミド（ＥＤＡＣ）及びＮ－ヒドロ
キシスクシンイミド（ＮＨＳ）などを使用し、アミン基である場合には、グルタルアルデ
ヒドなどを使用し、エポキシ基とスルホン酸基である場合には、反応物質を一定時間イン
キュベーションして結合を誘導する。
【００５４】
　以上のようなナノワイヤ上に直接反応物質を結合させる方法によってナノワイヤが固定
された平面に比べて、ナノワイヤの成長密度によって反応物質の結合に使用される反応面
積が増加するので、使用される抗原と抗体との結合反応、酵素による反応、ＤＮＡやＲＮ
Ａなどを使用した結合反応などに現れるセンサ信号を大きく増幅させることができる。
【００５５】
　以下、本発明によるナノワイヤ光センサを製造し、このセンサを化学発光物質と組み合
わせて迅速診断キットを製造して性能を試験した実施例について記述する。下記の実施例
によって本発明がより具体的に説明されるが、このような実施例は、単に本発明の例示で
あり、本発明がこれら実施例によって限定されるものではない。
【００５６】
[実施例]
　実施例１
　シリコン基板の一面にスパッタリング蒸着法でＡｕを２ｎｍの厚さで蒸着し、この基板
にＣＶＤによって５００℃でＩｎＣｌ３とＮＨ３を供給することで、ＩｎＮナノワイヤを
成長させた。図９は、基板に成長したＩｎＮナノワイヤを示す図である。この基板をイソ
プロピルアルコールに入れて１０秒間超音波を加えて基板からナノワイヤを分離した。溶
液をＴｉ/Ａｕ電極が位置する基板に分散して電極間に２０Ｖの電位差を加えて電極間に
ナノワイヤを整列して位置させた。次いで、加熱（５００℃、３０秒）または電子ビーム
を照射して電極をナノワイヤと接続させてナノワイヤセンサを製作した。電気的な接続を
確認した後、図７に示すように、作製されたナノワイヤセンサを化学発光が起こる信号線
と確認線に密着するように位置させた。この時、検出対象基質は、ルミノール誘導体を使
用した。この時、化学発光が起こった状態で現れる電流の変化を図１０に示す。このよう
な電流の変化で対象物質に対する検出の結果を確認することができる。
【００５７】
　実施例２
　サファイア基板の一面にスパッタリング蒸着法でＮｉを２ｎｍの厚さで蒸着し、この基
板にＣＶＤによって７００℃でＴＭＧ（trimethylgallium）、ＮＨ３及び少量のＣｐ２Ｍ
ｇを供給してＭｇがドーピングされたＧａＮナノワイヤを成長させた。合成したナノワイ
ヤを用いて実施例１と同様の方法で診断キットを構成した。ここで、検出対象基質は、ア
クリジニウム化合物を使用し、ナノワイヤに現れる電流の変化で対象物質に対する検出の
結果を確認した。
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【００５８】
　実施例３
　サファイア基板の一面にスパッタリング蒸着法でＮｉを２ｎｍの厚さで蒸着し、この基
板にＩｎ金属を位置させて、ＮＨ３を供給しながらＩｎＮナノワイヤを成長させた。合成
したナノワイヤを用いて実施例１と同様の方法で診断キットを構成した。この時、検出対
象基質は、発光蛋白質を使用し、ナノワイヤに現れる電流の変化で対象物質に対する検出
の結果を確認した。
【００５９】
　実施例４
　サファイア基板の一面にスパッタリング蒸着法でＮｉを２ｎｍの厚さで蒸着し、この基
板にＣＶＤによって７００℃でＴＭＧ（trimethylgallium）、ＮＨ３を供給してＧａＮナ
ノワイヤを成長させた。次いで、ＤＥＺ（dethyl zinc）とＯ２を継続して供給してコア
はＧａＮ、シースはＺｎＯから構成された半径方向に異種構造を有するナノワイヤを合成
した。合成したナノワイヤを用いて実施例１と同様の方法で診断キットを構成した。ここ
で、検出対象基質は、アクリジニウム化合物を使用し、ナノワイヤに現れる電流の変化で
対象物質に対する検出の結果を確認した。
【００６０】
　実施例５
　サファイア基板の一面にスパッタリング蒸着法でＡｕを２ｎｍの厚さで蒸着し、この基
板にＣＶＤによって７００℃でＤＥＺ（dethyl zinc）とＯ２を供給してＺｎＯナノワイ
ヤを成長させた。次いで、ＴＭＧ（trimethylgallium）、ＮＨ３を継続して供給してＧａ
Ｎを表面に蒸着させた。次いで、ナノワイヤをＨＣｌ溶液で１２時間処理してＺｎＯコア
を除去してＧａＮナノチューブを合成した。合成したナノチューブを用いて実施例１と同
様の方法でキットを構成した。この時、検出対象基質は、アクリジニウム化合物を使用し
、ナノワイヤに現れる電流の変化で対象物質に対する検出の結果を確認した。
【００６１】
　実施例６
　サファイア基板の一面にスパッタリング蒸着法でＮｉを２ｎｍの厚さで蒸着し、この基
板から２ｃｍ離隔した部分にＧａとＩｎ金属を３ : １の質量比で混ぜて位置させて、Ｎ
Ｈ３を供給しながらＧａ１-ｘＩｎｘＮナノワイヤを成長させた。合成したナノワイヤを
用いて実施例１と同様の方法で診断キットを構成した。この時、検出対象基質は、発光蛋
白質を使用し、ナノワイヤに現れる電流の変化で対象物質に対する検出の結果を確認した
。
【００６２】
　実施例７
　癌標識物質であるＣＡ １２５（NatuTec GmbH、Germany）をマイクロプレートに固定し
た後、ＨＲＰが結合されたＣＡ １２５抗体（NatuTec GmbH、Germany）を濃度を変えて結
合した。次いで、ルミノールが入った発光基質溶液を加えた後、実施例１で得られたＩｎ
Ｎナノワイヤ光センサを利用して化学発光量を測定した。実験の結果、ＩｎＮナノワイヤ
光センサは、結合されたＨＲＰと抗体の濃度によって定量的な反応を示した。測定結果の
確認のために従来の発光及び蛍光測定装置（ＬＳ４５、Perkin-Elmer）を使用して化学発
光を同時に測定した。実験の結果、化学発光波長に適したナノワイヤで製造した光センサ
が化学発光の定量的な測定に適していることが明らかになった。
【００６３】
　実施例８
　Ｂ型肝炎抗原が結合されたガラス板にフルオレセインが結合されたＢ型肝炎抗体を濃度
を変えて結合させた。フルオレセインの励起波長である４９５ｎｍのレーザを照射し、同
時にＩｎＮナノワイヤ光センサでレーザと約９０゜の位置で発生する蛍光を測定した。測
定結果の確認のために従来の発光及び蛍光測定装置（ＬＳ４５、Perkin-Elmer）を使用し
て蛍光を測定した。実験の結果、ＧａＰナノワイヤ光センサは、結合されたフルオレセイ
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ン量による定量信号を示した。この実験の結果は、蛍光波長に適したナノワイヤで製造し
た光センサが定量的に蛍光を測定可能であることを示している。
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